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野木町人事行政運営等の令和元年度の 状況を公表します

◆競争試験による任用
・競争試験は小山ブロック市町等職員採用試験事務共同実施協議
　会に委託しています。
・選考により任用する職以外の職（事務職等）

◆選考による任用
・係長以上の職またはこれに相当するものと町長が認める職
・法令上の資格若しくは技能等を必要とする職（保健師、栄養士等）

部門 区分
職員数 対前年

増減数
主な増減理由

３０年度 元年度

普
通
会
計
部
門

一
般
行
政
部
門

議会 ３ ３ ０

総務 ５１ ５０ ▲１ 契約管財係付け県派遣終了のため（▲１）

税務 １３ １２ ▲１ 資産税係の正職員１名減（▲１）

労働 ０ ０ ０

農水 １０ １１ １ 農業振興係付け県派遣の開始のため（１）

商工 ４ ４ ０

土木 １６ １４ ▲２ 都市計画係１名減、建設係事務量縮小（▲２）

民生 １６ １７ １ 総合サポートセンター開設のため（１）

衛生 １４ １５ １ 子育て包括支援センター設置のため（１）

小計 １２７ １２６ ▲１

教育部門 ２７ ３０ ３ 文化会館の直営化による職員の採用のため（３）

消防部門 ０ ０ ０

小計 １５４ １５６ ２

公
営
企
業
等

　
　
会
計
部
門

水道 ５ ５ ０

下水道 ４ ４ ０

その他 １０ １１ １ 後期高齢医療広域連合へ派遣のため（１）

小計 １９ ２０ １

合計
１７３

［１９８］
１７６

［１９８］
３

［０］

【採用試験の実施状況】（令和元年度実績）

年齢 人数 構成比

１９歳以下 ０名 ０．０％

２０歳以上　２９歳以下 ３９名 ２２．２％

３０歳以上　３９歳以下 ５３名 ３０．１％

４０歳以上　４９歳以下 ４６名 ２６．１％

５０歳以上　５９歳以下 ３８名 ２１．６％

合計 １７６名 １００．０％

【年齢階層別職員の状況】（平成３１年４月１日）

試験区分 受験者 最終合格者

一
般
行
政
職

一般事務 ２１名 ４名

　野木町の規定に基づき、令和元年度の野木町の職員人事行政等について、お知らせします。

１.職員の任免及び職員数に関する状況
　　職員の任用については、競争試験による任用と選考による任用があります。

組織上名 職員数 構成比

部長級 ４名 ２．３％

課長級 １４名 ７．９％

課長補佐 １５名 ８．５％

係長 ３４名 １９．３％

主任 １９名 １０．８％

主査 ３３名 １８．７％

主事 ３４名 １９．３％

主事補 ４名 ２．３％

保健師 ９名 ５．１％

言語聴覚士 １名 ０．６％

土木技師 １名 ０．６％

社会福祉士 １名 ０．６％

用務員 ３名 １．７％

運転手 ４名 ２．３％

給食調理員 ０名 ０．０％

合計 １７６名 １００．０％

【職名別職員の状況】（平成３１年４月１日）

◆職員数の状況

【部門別職員数の状況】　　　　　　　　　　　　　　　　　　（各年４月１日）

※１．平成３１年度地方公共団体定員管理調査による。
　２．職員数は一般職に属する職員数である。
　３．［　　］内は、条例定数の合計である。

２.職員の給与、勤務時間その他の勤務条件の状況
①人件費の総額　
　　　　（令和元年度一般会計決算見込）

人口
（平成３１年
３月３１日
現在）

歳出額 人件費
人件
費率

２５，６１２
名

８，１７５，７７７
千円

１，５２１，２７１
千円

１８．６％

※人件費には、一般職員のほか町長等特
　別職、議会議員、各種行政委員会等の
　特別職に支給される給料、報酬等が含
　まれています。

②一般職員の給与費
 （令和元年度一般会計決算見込）

給料 ５７０，４３２千円

職員手当 １４７，４０８千円

期末勤勉手当 ２３９，２２４千円

合計 ９５７，０６４千円

③特別職の報酬、手当　（平成３１年４月１日現在）

区分 給料月額等 備考

給料

町長 ７０２，０００円 １０％減額

副町長 ５８９，０００円 ５％減額

教育長 ５６８，０００円 ３％減額

報酬

議長 ３５０，０００円

副議長 ２８０，０００円

議員 ２６０，０００円

期末手当

町長
６月期　１．６７５月分

１２月期　１．６７５月分
副町長

教育長

計 ３．３５月分

議長
６月期　１．６７５月分

１２月期　１．６７５月分
副議長

議員

計 ３．３５月分
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野木町人事行政運営等の令和元年度の 状況を公表します 問 総務課　撒（５７）４１５８

④職員の平均給料月額及び平均年齢
　　　　　　　　　　　　　　　　（平成３１年４月１日現在）

⑤職員の初任給　
　　　　　　　　　　　　　　　（平成３１年４月１日現在）

区分 平均給料月額 平均年齢

一般行政職
（事務職員、技術職員）

２９８，９００円 ３９．６歳

技能労務職
（運転手、調理員）

２９０，５００円 ５２．５歳

区分 支給額

一般行政職

大学卒 １８０，７００円

高校卒 １４８，６００円

技能労務職 高校卒 １４６，０００円

⑥職員の経験年数別・学歴別給料月額
　　　　　　　　　　　　　　　　（平成３１年４月１日現在）

区分 経験年数１０年 経験年数２０年 経験年数３０年

一般
行政職

大学卒 ２４６，４６７円 ３３２，６６７円 ３９３，９００円

高校卒 ２１２，０００円 ー　 円 ３６６，２００円

⑦一般行政職の級別職員数の状況
　　　　　　　　　　　　　　　（平成３１年４月１日現在）

区分 標準的な職務 職員数 構成比

１級 主事・技師・主事補・技師補 １３名 ９．９％

２級 主事・技師 ２３名 １７．５％

３級 主査 ２４名 １８．３％

４級 主任 ４４名 ３３．６％

５級 副主幹 １１名 ８．４％

６級 主幹 １２名 ９．２％

７級 参事 ４名 ３．１％

※平成３１年度公務員給与実態調査による。

⑧職員の手当状況（平成３１年４月１日現在）

区分 内容

扶養手当

配偶者 ６，５００円

子 １０，０００円

その他の扶養親族 ６，５００円

１６歳から２２歳の子１名につき ５，０００円加算

通勤手当
公共交通機関利用 運賃相当額

自家用車など利用 ２km以上２，０００円から

住居手当 借家 家賃に２７，０００円以内

期末勤勉手当

支給月 期末手当 勤勉手当

６月期 １．３月分 ０．８９５月分

１２月期 １．３月分 ０．８９５月分

計 ２．６０月分 １．７９月分

職制上の段階、勤務の級等による加算措置があります。

退職手当

勤続年数 自己都合 応募・定年

２０年 １９．６６９５月分 ２４．５８６８７５月分

２５年 ２８．０３９５月分 ３３．２７０７５月分

３５年 ３９．７５７５月分 ４７．７０９月分

最高限度額 ４７．７０９月分 ４７．７０９月分

定年前早期退職者応募認定制度による特別措置があります。

特殊勤務手当

職員全体に占める手当支給職員の割合 3.9％

支給総額 １４７千円

手当の種類（手当数） ４

時間外手当

３１年度
支給総額 ７０，５５０千円

職員１人当たり支給年額 ４５２千円

３０年度
支給総額 ４５，１９８千円

職員１人当たり支給年額 ２９３千円

⑨勤務時間の状況
　・始業終業時間
　８時３０分～１７時１５分
　※勤務の特殊性がある場合は、別に勤務時間を定
　　めます。
　・休憩時間　１２時～１３時

⑩年次有給休暇
　・一の年度において、２０日以内
　・取得状況
　　平均使用日数９.３日

⑪特別休暇
　特別休暇は、選挙権の行使、結婚、出産、忌引、交通
　機関の事故その他特別の事由により勤務しないこ
　とが相当と認められる休暇

⑫介護休暇
　【概要】
　職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母等の負傷、
　疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障があ
　るものの介護で、勤務しないことが相当と認めら
　れる場合で、その勤務しない時間につき給与減額
　をする制度
　・取得状況なし

⑬病気休暇
　【概要】
　職員が負傷又は疾病のため療養する必要がある場
　合で、その勤務しないことがやむを得ないと認め
　られる場合
　・医師等の証明書が必要な病気休暇の取得状況
　　８名
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区　分 内　容

目的

職員の能力及び業績を公正に把握することで、主体的
かつ高い能力を持った公務員の育成を行うとともに、
能力・実績に基づく人事管理により、組織全体の士気
高揚、公務能率の向上、住民サービス向上を図る。

評価
対象者

一般職の職員

評価項目

【能力評価】評価項目ごとに定める着眼点に基づき、
職務遂行の過程において発揮された職員の能力を客
観的に評価

【業績評価】職員があらかじめ設定した業務目標の達
成度その他設定目標以外の取組により、その業務上の
業績を客観的に評価

評価期間 毎年４月１日から翌年３月３１日まで

（１）育児休業

◆育児休業及び部分休業

【概要】

　子を養育する職員の継続的な勤務を促進し、職員の福

　祉を増進するとともに、行政の円滑な運営に資するこ

　とを目的とする制度

・育児休業利用状況　５名

　（生後３年に達しない子を養育している職員）

・部分休業利用状況　３名

　(３歳に満たない子を養育している職員が復職した場

　　合に取得できる・勤務しない時間給与減額)

（２）自己啓発休業

　地方公務員法第２６条の５の規定に基づき、公務に関す

　る能力向上を目的として、大学等課程の履修又は国際

　貢献活動のため休業する制度

・自己啓発休業利用状況　なし

（３）修学部分休業

　地方公務員法第２６条の２の規定に基づき、公務に関す

　る能力向上を目的として、学校教育法に規定する各種

　教育施設で、勤務時間の一部を修学のために休業する

　制度

・修学部分休業利用状況　１名

（４）配偶者同行休業

　地方公務員法第２６条の６の規定に基づき、配偶者の勤

　務や修学等の外国滞在に同行するため休業する制度

・配偶者同行休業利用状況　なし

３.職員の休業に関する状況

（１）分限処分

①分限処分制度の概要

　地方公務員法第２８条第３項の規定に基づき、職員の意

　に反する降任、免職、休職をさせることができる制度

②分限処分の状況　２名

（２）懲戒処分

①懲戒処分の概要

　地方公務員法第２９条第４項の規定に基づき、戒告、減　

　給、停職及び免職の処分をする制度

②懲戒処分の状況　０名

４.職員の分限処分及び懲戒処分の状況

（１）服務規律の概要

　全体の奉仕者として、公共の利益のために勤務し、誠

　実かつ公正に職務に専念する規律

（２）服務規律の確保のために

・地方公務員として相応しい接客等を行うために野木

　町職員接遇マニュアルの実施

・野木町人材育成基本方針の実施

５.職員の服務の状況

　退職時課長職以上の職員で、令和２年４月１日以降

　再就職した者　０名

　（本町で再任用された者を除く）

６.退職管理の状況

（１）研修の実施状況（受講者数）

・小山地区職員研修協議会研修…１１８名

・栃木県市町村職員研修協議会研修…２６名

・その他…４４名

（２）職員の人事評価の実施状況

　「人事評価制度」を平成２８年度から導入・実施し、平成

　３０年度の評価結果については、令和元年度６月期及び

　１２月期の勤勉手当、１月期の昇給に反映しました。

７.職員の研修及び人事評価の状況

（１）職員の健康の保持増進対策

・健康診断

　一般健康診断、がん検診、ストレスチェック診断

・メンタルヘルス対策

　カウンセリングの実施

（２）労働安全衛生に関する事項

・野木町職員安全衛生管理委員会の設置

（３）災害補償の実施状況

①公務災害補償制度の概要

　地方公務員法第４５条第１項の規定に基づき、職員が公

　務により死亡、負傷若しくは疾病し、または障害状態に

　なった場合において、補償する制度

②認定件数　０件

（４）職員互助会への補助の実施状況

・職員互助会が実施する職員の福利厚生事業に対し、　

　１人当たり１，５００円の補助をしています。

８.職員の福祉及び利益の保護の状況

　係属事案はなく、令和元年度に新たな措置要求はな　

　かった。

９.勤務条件に関する措置の要求の状況

　係属事案はなく、令和元年度に新たな不服申し立ては

　なかった。

１０.不利益処分に関する不服申し立ての状況

野木町人事行政運営等の
令和元年度の状況を公表します


